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二宮町文書管理改善等支援業務委託に係るプロポーザル 

No. 質 問 回 答 

１ 

「３ 目的」に「紙文書の削減において

は、保有する紙文書全体の 70％を削

減することを目指している。」と記載さ

れています。この「保有する紙文書全

体」とは、文書取扱規程第 27 条２に

ある「簿冊編集基準表」に掲載されて

いる、いわゆる組織管理文書（行政文

書）の総文書量を指すのでしょうか。そ

れに加えて、職員の個人資料や各部署

が事務参考として保有している文書等

も含まれるのでしょうか。 

組織管理している行政文書の総文書量

を指しており、職員の個人資料や執務の

便宜のために保有している行政文書の

写し等は含みません。 

２ 

同上に関連する質問です。「70％を削

減する」における「削減」の定義につい

てご教示ください。「削減」とは、①物理

的に抹消する（いわゆる廃棄。スキャニ

ング後に紙原本を廃棄する場合も含

む）ことのみを指すのでしょうか。②庁

舎以外での保存（貴町の遊休施設や

⺠間外部倉庫会社等での保存）も「削

減」に含まれるのでしょうか。 

一次的には、物理的に抹消することを指

し、遊休施設、民間外部倉庫等での保

存（以下「外部保存」という。）は「削減」

に含めない前提ですが、本業務における

調査、削減手法の検討等の結果、削減

の代替案としての外部保存の選択肢を

否定するものではありません。 

３ 

同上に関連する質問です。紙文書を物

理的に廃棄する対象には、「永年保存」

文書も含まれるという理解でよろしい

でしょうか。その場合、「永年文書」を廃

棄する際の仕組みについては、他自治

体が導入を進めているアーカイブズ制

度（非現用文書のうち、歴史的価値が

あるもの等を「特定歴史公文書等」とし

て行政文書とは別に管理する制度）に

準拠した仕組みを新たに設ける理解で

よろしいでしょうか。 

現行において永年保存としている文書

について、保存年限の見直し等により、

廃棄対象とすることは想定されます。 

アーカイブズ制度の運用については、現

時点において予定していません。 

4 

同上に関連する質問です。「永年文書」

を「特定歴史公文書等」（歴史資料）と

して移管する場合、その移管した文書

量は、削減した文書量に含まれるとい

う理解でよろしいでしょうか。 

上記のとおりです。 



 

 

 

 

 

5 

「５ 業務内容」「（１）紙文書量等調査」

に関する質問です。調査対象となる部

署数をご教示いただけますでしょうか。

本工程の必要工数を算出する際の参

考とさせていただきます。 

町長部局は６部１６課１室により組織され

ており、その他、議会や消防本部、行政

委員会が設置されています。組織の詳

細につきましては、町ホームページの

「町の機構」ページをご確認ください。 

6 

「５ 業務内容」「（１）紙文書量等調査」

「（ア）調査項目及び調査シートの作

成」について質問いたします。「調査項

目（文書量、文書の性質、保存年限、保

存場所、状態、使用頻度、発生見込量

等）」によって把握されたい内容につい

て確認させてください。文書取扱規程

第27 条の2 にある「簿冊編集基準

表」ごとに、各課の文書量を算出するイ

メージでよろしいでしょうか。また、「文

書の性質」や「状態」については、どの

ような内容を想定されているのでしょう

か。例示いただけますと幸いです。 

簿冊単位による算出が考えられるところ

ですが、本業務の目的、趣旨等を踏ま

え、削減に効果的な調査項目及び調査

シートを作成していただきます。 

「文書の性質」については一般文書、法

規文書、契約文書等の別や文書の重要

性等を、「状態」については当該文書の

保存形態、劣化の程度等を想定してい

るところですが、調査項目の括弧書きに

ついては、想定される項目を例示したも

のであり、業務実施の際には、本町と協

議の上、調査するために必要と考えられ

る項目を作成していただくこととなりま

す。 

7 

「８ 留意事項」「（３）業務の履行にあた

り、十分な経験と知識を有する者を配

置すること。」という文言にある「十分な

知識」について、具体的な資格等をご

教示いただけますでしょうか。 

当該事項については、特定の資格の有

無を要件とするものではなく、業務を確

実に遂行するために必要な能力を有す

る者の配置を求めるものです。 


